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（2） 景観資源周辺における景観形成
●配慮が必要となる6種類の景観資源ごとの区域、景観形成の方針及び基準を示します。
●建築物及び工作物の色彩は、第3章4）（3）色彩基準に示す、市街地類型若しくは
　景観形成重点地区、又は特定大規模建築物等の色彩基準によるものとします。

①【坂道】  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
（a）区域

●以下に示す【坂道】に面する敷地及び交差点等により突き当たる敷地とします。

八景坂、闇坂（くらやみざか）、右近坂、臼田坂、 鐙坂（あぶみざか）、おいはぎ坂、蛇坂、 
馬込坂、南坂、二本木坂、夫婦坂、汐見坂、蓬莱坂、貴船坂、めぐみ坂、妙見坂、朗師坂、 
紅葉坂、此経難持坂（しきょうなんじざか）、車坂、 大坊坂、大尽坂、六郎坂、八幡坂、相生
坂、猿坂、大久保坂、稲荷坂（上池台）、貝塚坂、庄屋坂、鸛の巣坂、蝉坂、花抜坂、洗足坂、 
宮前坂、雪見坂、権現坂、 稲荷坂（南千束）、神明坂、稲荷坂（石川町）、 急坂、馬坂、どりこ
の坂、富士見坂、桜坂、おいと坂、河原坂、ぬめり坂、宮坂､清浦さんの坂､天祖神社階段
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3章 「坂道」の 追加（下線部）
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対象となる区域

■対象となる敷地の適用イメージ
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3章

○工作物の建設等
届出対象行為：工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕
  若しくは模様替又は色彩の変更
工作物の種類と届出規模：該当する市街地類型若しくは景観形成重点地区による
景観形成基準：次表のとおり

配
置 ●【坂道】に面してオープンスペースを設けるなど、圧迫感の軽減を図る。
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●【坂道】沿いで、擁壁や塀を設置する場合は、自然素材の使用や緑化などを積極的
 に行い、周囲との調和を図る。
●【坂道】に面する部分の緑化を積極的に行う。

「坂道」の景観形成基準の適用イメージの追加にともないページ送り
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